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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
顧客の操作により入力された現金支払い金額等の取引情報から取引電文を生成して送信す
る自動取引装置と、その自動取引装置から受信した取引電文にしたがって取引を許可する
ホストコンピュータとを備え取引を行なう自動取引システムにおいて、
　前記自動取引装置の取引選択画面に表示する取引選択ボタンの大きさ、色、配置および
名称で構成される表示情報、該取引選択ボタンが選択されたとき行なう取引の取引種別お
よび取引内容で構成される取引情報、ならびに顧客の口座識別情報の入力を、顧客の操作
で受付ける設定端末と、
　前記設定端末から前記表示情報、取引情報および口座識別情報を受信し、該表示情報、
取引情報および口座識別情報を関連付けて顧客毎に予め記憶しておく顧客別設定情報デー
タベースを備えた情報管理サーバとを設け、
　カードから読み取った顧客の口座識別情報を前記自動取引装置から受信した前記情報管
理サーバがその口座識別情報に基づいて前記顧客別設定情報データベースを検索し、抽出
した該顧客により設定された前記表示情報および取引情報を該自動取引装置へ送信し、該
自動取引装置が受信し、該顧客により設定された前記表示情報にしたがって取引選択ボタ
ンを表示し、該顧客により選択された取引選択ボタンに関連付けられ、該顧客により設定
された取引情報にしたがって生成した取引電文をホストコンピュータへ送信して取引を行
うようにしたことを特徴とする自動取引システム。
【請求項２】



(2) JP 4807019 B2 2011.11.2

10

20

30

40

50

受信した取引電文にしたがって取引の可否を判断するホストコンピュータと、そのホスト
コンピュータから取引の許可を受信して取引を行なう自動取引装置とを備える自動取引シ
ステムにおいて、
　前記自動取引装置の取引選択画面に表示する取引選択ボタンの登録番号、大きさ、色、
配置および名称で構成される表示情報、該取引選択ボタンが選択されたとき行なう取引の
取引種別および取引内容で構成される取引情報、ならびに顧客の口座識別情報の入力を、
顧客の操作で受付ける設定端末と、
　前記設定端末から前記表示情報、取引情報および口座識別情報を受信し、該表示情報、
取引情報および口座識別情報を関連付けて顧客毎に予め記憶しておく顧客別設定情報デー
タベースを備えた情報管理サーバとを設け、
　カードから読み取った顧客の口座識別情報を前記自動取引装置から受信した前記情報管
理サーバがその口座識別情報に基づいて前記顧客別設定情報データベースを検索し、抽出
した該顧客により設定された前記表示情報を該自動取引装置へ送信し、該自動取引装置が
受信し、該顧客により設定された前記表示情報にしたがって取引選択ボタンを表示し、顧
客により選択された取引選択ボタンの登録番号を前記情報管理サーバへ送信し、前記情報
管理サーバが受信した登録番号に関連付けられた該顧客により設定された取引情報にした
がって生成した取引電文をホストコンピュータへ送信して取引を行うようにしたことを特
徴とする自動取引システム。
【請求項３】
タッチパネル式の顧客操作表示部に取引選択画面を表示し、その取引選択画面に表示され
た取引選択ボタンの押下を受付け、押下された取引選択ボタンに対応する取引電文を上位
装置へ送信して取引を行う自動取引装置において、
　顧客により予め設定された前記取引選択ボタンの大きさ、色、配置および名称で構成さ
れる表示情報を上位装置から受信し、その表示情報にしたがって取引選択ボタンを表示す
る取引選択画面を生成する顧客操作画面生成処理部と、
　顧客により予め設定された前記取引選択ボタンに対応付けて設定された取引種別、取引
内容で構成される取引情報を上位装置から受信し、その取引情報にしたがって生成した取
引電文を上位装置へ送信する取引電文生成処理部とを備え、
　前記顧客操作画面生成処理部が生成した取引選択画面を顧客操作表示部に表示し、顧客
による押下を受け付けた前記取引選択ボタンに対応付けて該顧客により設定された前記取
引情報にしたがって生成した取引電文を上位装置へ送信して取引を行うようにしたことを
特徴とする自動取引装置。
【請求項４】
　自動取引装置の顧客操作表示部に表示する取引選択ボタンの登録番号、大きさ、色、配
置および名称で構成される表示情報、該取引選択ボタンが選択されたとき行なう取引の取
引種別および取引内容で構成される取引情報、ならびに顧客の口座識別情報を、該顧客の
操作により入力された設定端末から受信し、該表示情報、取引情報および口座識別情報を
関連付けて顧客毎に予め記憶しておく顧客別設定情報データベースと、
　顧客により選択された前記取引選択ボタンの登録番号を該自動取引装置から受信し、そ
の登録番号に基づいて前記顧客別設定情報データベースを検索し、抽出した該顧客により
設定された取引情報にしたがって生成した取引電文をホストコンピュータへ送信する取引
電文生成処理部とを備え、
　前記自動取引装置から受信した顧客の口座識別情報に基づいて抽出した該顧客により設
定された前記表示情報を該自動取引装置へ送信し、該自動取引装置から受信した登録番号
に基づいて抽出した該顧客により設定された取引情報にしたがって生成した取引電文をホ
ストコンピュータへ送信して取引を行うようにしたことを特徴とする情報管理サーバ。
【請求項５】
　カードから読み取った顧客の口座識別情報に基づいて予め該顧客により設定され、記憶
された取引選択画面に表示する取引選択ボタンの大きさ、色、配置および名称で構成され
る表示情報、ならびに該取引選択ボタンが選択されたとき行なう取引の取引種別および取
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引内容で構成され、該顧客により設定された取引情報を抽出するステップと、
　抽出した該表示情報にしたがって取引選択ボタンを表示するステップと、
　顧客により選択された該取引選択ボタンに関連付けられ、該顧客により設定された前記
取引情報にしたがって取引電文を生成するステップとを設け、取引を行うようにしたこと
を特徴とする自動取引方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、顧客の操作により取引を行なう自動取引システム、自動取引装置、情報管理
サーバおよび自動取引方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の自動取引装置は、液晶ディスプレイ等の表示部上に指が触れた位置を検知するタ
ッチパネルを配置したタッチパネル式の顧客操作表示部を備えるものが多く、この顧客操
作表示部に「支払い」、「入金」、「振込」等の取引選択ボタンを並べた取引選択画面を
表示し、顧客がボタン入力により選択した取引を実行するようになっている。
　このような自動取引装置において、顧客毎の取引履歴を記憶しておき、その取引履歴に
応じて顧客操作表示部に表示する取引選択画面の取引選択ボタンの大きさを変化させ、反
復して同じ取引を行なう顧客にとって取引選択自動取引装置の操作性を向上させるように
しているものがある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００４－４６６３０号公報（段落「００１１」～段落「００２０」
、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述した従来の技術は、現金の入金、現金の支払い、振込、通帳記帳等
の取引を選択する顧客の操作性を向上させるには有効な手段であったが、その取引を選択
した後の操作である支払い金額や振込み金額等を入力する操作が必要であった。したがっ
て、顧客は現金の支払い取引を行なう度にその支払い金額を入力する操作が必要であり、
振込取引を行なう度にその振込み金額等を入力する操作が必要であるという問題がある。
【０００４】
　本発明は、このような問題を解決することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そのため、本発明は、顧客の操作により入力された現金支払い金額等の取引情報から取
引電文を生成して送信する自動取引装置と、その自動取引装置から受信した取引電文にし
たがって取引を許可するホストコンピュータとを備え取引を行なう自動取引システムにお
いて、前記自動取引装置の取引選択画面に表示する取引選択ボタンの大きさ、色、配置お
よび名称で構成される表示情報、該取引選択ボタンが選択されたとき行なう取引の取引種
別および取引内容で構成される取引情報、ならびに顧客の口座識別情報の入力を、顧客の
操作で受付ける設定端末と、前記設定端末から前記表示情報、取引情報および口座識別情
報を受信し、該表示情報、取引情報および口座識別情報を関連付けて顧客毎に予め記憶し
ておく顧客別設定情報データベースを備えた情報管理サーバとを設け、カードから読み取
った顧客の口座識別情報を前記自動取引装置から受信した前記情報管理サーバがその口座
識別情報に基づいて前記顧客別設定情報データベースを検索し、抽出した該顧客により設
定された前記表示情報および取引情報を該自動取引装置へ送信し、該自動取引装置が受信
し、該顧客により設定された前記表示情報にしたがって取引選択ボタンを表示し、該顧客
により選択された取引選択ボタンに関連付けられ、該顧客により設定された取引情報にし
たがって生成した取引電文をホストコンピュータへ送信して取引を行うようにしたことを
特徴とする。
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【発明の効果】
【０００６】
　このようにした本発明は、顧客が自動取引装置で行なう入力操作の一部を省略させるこ
とができ、顧客の操作時間を短縮させることにより自動取引装置の待ち行列を減少させる
ことができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して本発明による自動取引装置の実施例を説明する。
【実施例】
【０００８】
　本発明の実施例について説明する。
　まず、第１の実施例について説明する。
　図１は第１の実施例における自動取引システムの構成を示すブロック図、図２は第１の
実施例における顧客別設定情報データベースの構成を示す説明図である。
　まず、自動取引システムの構成を図１に基づいて説明する。
【０００９】
　図１において、１は自動取引装置であり、銀行等の金融機関またはコンビニエンススト
ア等に設置されるものである。この自動取引装置１は顧客の操作により現金支払いや現金
入金および振込み等の取引ができるものである。また、通信回線２に通信可能に接続され
ている。
　３はホストコンピュータであり、銀行等の金融機関の事務センタ等に設置されるもので
ある。このホストコンピュータ３はＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕ
ｎｉｔ）、ＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等の演算および制御
手段である制御部３２、磁気ディスク、半導体メモリ等の記憶手段である記憶部および通
信手段である通信部３１等を備えるものであり、通信回線２を介して自動取引装置１等と
相互に通信可能に接続されている。
【００１０】
　また、このホストコンピュータ３は自動取引装置１との間で現金支払い、現金入金、振
込み等の取引電文の送受信を行い顧客の取引を成立させるか否かを判断するとともにその
取引の処理を行う。また、顧客の口座番号と顧客の暗証番号等で本人であるか否かの本人
認証も行なう。
　５は情報管理サーバであり、銀行等の金融機関の事務センタ等に設置されるものである
。この情報管理サーバ５は、ＣＰＵ等の演算および制御手段である制御部５２、磁気ディ
スク、半導体メモリ等の記憶手段である記憶部および通信手段である通信部５１等を備え
るものであり、通信回線２を介して自動取引装置１等と相互に通信可能に接続されている
。
【００１１】
　また、この情報管理サーバ５はデータベースを備え、自動取引装置１等の他の装置から
の要求を受信し、そのデータベースを特定の情報に基づいて検索し、所望の情報を抽出し
て自動取引装置１等へ送信する機能および他の装置から受信した特定の情報と関連付けて
所定の情報を格納する処理を行なう情報設定処理部５２１を有するものである。
　６は顧客別設定情報データベースであり、情報管理サーバ５に備えられたものである。
この顧客別設定情報データベース６には顧客毎に顧客が使用する取引選択画面に表示する
取引選択ボタンの取引種別、取引内容等の設定情報で構成される取引選択画面情報を予め
登録することができるものである。
【００１２】
　ここで、取引選択画面とは、自動取引装置１に設けられた近接センサにより顧客の接近
を検知すると自動取引装置１が表示部に表示する現金支払い、現金入金、振込み等の取引
を選択する取引選択ボタン等で構成された画面をいう。
　なお、この顧客別設定情報データベース６に記憶される情報の詳細は後述する。
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　７は設定端末であり、通信回線２を介して情報管理サーバ５と接続されており、顧客別
設定情報データベース６に顧客自身が使用する取引選択画面情報を登録することができる
ものである。この設定端末７はＣＰＵ等の演算および制御手段である制御部７４、磁気デ
ィスク、半導体メモリ等の記憶手段である記憶部、キーボード、マウス等の入力手段であ
る入力部７１、ＣＲＴ、液晶ディスプレイ等の表示手段である出力部７２および通信手段
である通信部７３等を備えるものである。
【００１３】
　なお、この設定端末７は、有線または無線の公衆通信回線網、専用回線通信網、電話回
線網、インターネット等の各種ネットワークを介して情報管理サーバ５に通信可能に接続
されるものであれば、いかなるものであってもよく、例えば、パーソナルコンピュータ、
携帯電話機、携帯端末、ゲーム機、車両用ナビゲーション装置等である。
　次に、自動取引装置の構成を詳細に説明する。
【００１４】
　図１において、１１は顧客操作表示部であり、タッチパネル等の操作部および液晶ディ
スプレイ等の表示部で構成されたものである。この顧客操作表示部１１はＣＲＴディスプ
レイや液晶ディスプレイ等の表示部上にタッチパネルを配置し顧客が入力操作等を行なう
ものであり、また、取引選択画面、顧客が選択した取引に対して顧客の入力操作等の誘導
を行なう画面および入力された情報等を表示するものである。
【００１５】
　１２はカードリーダ部であり、カード読取り書込み機構を備えたものである。このカー
ドリーダ部１２は、顧客がカード挿入口に挿入したカードの磁気ストライプやＩＣチップ
等から口座番号等の口座情報を読取る。口座番号等を読取ったカードはカード排出口から
排出して顧客に返却する。
　１３は入出金部であり、紙幣入出金機および硬貨入出金機で構成されたものである。こ
の入出金部１３は現金支払い取引や現金入金取引に伴う紙幣や硬貨の入出金処理を行なう
。ここで、入金処理とは顧客が紙幣入出金口に入れた紙幣を紙幣入出金機で計数して金庫
に収納し、硬貨入出金口に入れた硬貨を硬貨入出金機で計数して金庫に収納することであ
る。また、出金処理とは顧客の操作により指定した金額に相当する紙幣および硬貨をそれ
ぞれ紙幣入出金機および硬貨入出金機の金庫から繰り出して計数し紙幣入出金口および硬
貨入出金口に搬送して顧客に払い出すことである。
【００１６】
　１４は通信部であり、通信回線２を介して接続されたホストコンピュータ３および情報
管理サーバ５等との間で行う情報の送受信の通信制御を行うものである。
　１５は制御部であり、ＣＰＵ等の演算および制御手段や図示しない記憶部等で構成され
ている。この制御部１５は顧客操作表示部１１、カードリーダ部１２、入出金部１３およ
び、通信部１４を含めて自動取引装置１全体の動作を記憶部に格納されたソフトウェアに
基づいて制御する。
【００１７】
　なお、記憶部は、半導体メモリや磁気ディスク等で構成され情報を記憶し、記憶した情
報を読取ることができるものであり、また、日時や時刻等を計測する手段であるカレンダ
ーおよび時計機能等も有している。
　１５１は顧客操作画面生成処理部であり、顧客別設定情報データベース６に登録された
顧客毎に顧客自身が使用する取引選択画面情報を受信し、その情報に基づいて顧客操作表
示部１１に表示する取引選択画面を生成するものである。
【００１８】
　１５２は取引電文生成処理部であり、顧客操作画面生成処理部１５１により生成された
取引選択画面に表示する取引選択ボタンが顧客により押下されたとき、押下された取引選
択ボタンに対応するホストコンピュータへ送信する取引電文を生成するものである。
　なお、顧客操作画面生成処理部１５１および取引電文生成処理部１５２は制御部１５に
設けられたものである。
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【００１９】
　次に、顧客別設定情報データベースの構成を図２に基づいて説明する。
　図２において、６０は登録番号であり、顧客が登録する取引選択ボタンの設定情報を識
別するための番号を格納するものである。例えば、顧客が登録した順に付与する通番等で
ある。
　６１は顧客口座番号であり、顧客が所有する口座を識別するための番号を格納するもの
である。この顧客口座番号６１は顧客が金融機関において口座を開設するときに付与され
るものである。なお、この顧客口座番号６１は顧客が所持するカードの磁気ストライプや
ＩＣチップに記録されているものとする。
【００２０】
　６２は取引種別であり、取引選択画面に表示する取引選択ボタンが押下されたとき行う
現金支払い、振込、当せん金付証票購入等の取引の種別を格納するものである。
　６３は取引内容であり、取引種別６２に対応する取引の内容を格納するものである。例
えば、取引種別６２が振込取引を示すとき、取引内容６３に「１０、０００円」等の振込
金額、取引種別６２が現金支払い取引を示すとき、取引内容６３に「２０、０００円」等
の支払い金額、取引種別６２が宝くじ等の購入である当せん金付証票購入取引を示すとき
、取引内容６３に「２３４５」等の購入する当せん金付証票の番号等を格納するものとす
る。
【００２１】
　６４は振込先情報であり、取引種別６２が振込を示す場合、その振込先に関する情報を
格納するものである。ここで、振込先に関する情報とは振込先の金融機関、店番、口座番
号および電話番号等である。
　６５はボタンの大きさであり、顧客操作表示部１１に表示する取引選択ボタンの大きさ
を格納するものである。例えば、このボタンの大きさ６５は大、中、小等を格納するもの
とする。
【００２２】
　６６はボタンの色であり、顧客操作表示部１１に表示する取引選択ボタンの色を格納す
るものである。例えば、このボタンの色６６は白色、黄色、青色等を格納するものとする
。
　６７はボタンの配置であり、顧客操作表示部１１に表示する取引選択ボタンの位置を格
納するものである。例えば、このボタンの配置６７は左上段、右上段、左中段、右中段、
左下段、右下段等を格納するものとする。
【００２３】
　６８はボタンの名称であり、顧客操作表示部１１に表示される取引選択ボタンの内部に
表示する文言を格納するものである。例えば、このボタンの名称６８は「２万円支払い」
、「□□宛振込」等を格納するものとする。
　上述した取引種別６２、取引内容６３、振込先情報６４、ボタンの大きさ６５、ボタン
の色６６、ボタンの配置６７およびボタンの名称６８は顧客口座番号６１に関連付けられ
て格納され、ひとつの取引選択ボタンの設定情報を構成するものとする。
【００２４】
　なお、顧客口座番号６１に格納される顧客の口座番号は同一の口座番号が複数存在する
ことが可能であり、顧客ひとりについて複数の取引選択ボタンを登録することができるも
のである。また、取引選択画面情報は一または複数の取引選択ボタンの設定情報で構成さ
れるものである。
　上述した構成の作用について説明する。
【００２５】
　なお、以下に説明する各部の動作は、図示しないメモリや磁気ディスク等の記憶手段に
格納されたプログラム（ソフトウェア）に基づいて図示しない中央処理装置等の制御手段
により制御される。
　まず、顧客が行なう取引選択画面の設定情報の登録について説明する。
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　顧客は設定端末７の入力部７１を操作して情報管理サーバ５の情報設定処理部５２１に
接続するウェッブブラウザ等のアプリケーションソフトウェアを起動する。アプリケーシ
ョンソフトウェアが起動されると設定端末７の制御部７４は情報管理サーバ５の情報設定
処理部５２１から受信した画面データ等に基づいて出力部７２に顧客の取引選択画面を登
録する画面を表示する。
【００２６】
　この顧客の取引選択画面を登録する画面には、まず、顧客を識別するための顧客ＩＤを
入力するダイアログボックス等が表示され口座番号等の顧客ＩＤの入力を受け付ける。顧
客により入力部７１により顧客ＩＤが入力されると設定端末７の制御部７４の指示により
通信部７３を介してその顧客ＩＤを情報管理サーバ５の情報設定処理部５２１へ送信する
。
【００２７】
　なお、このとき顧客ＩＤの入力とともにパスワードの入力を受付け、顧客ＩＤおよびパ
スワードを情報管理サーバ５の情報設定処理部５２１へ送信し、情報管理サーバ５で本人
認証を行なうようにしてもよい。
　また、顧客ＩＤは顧客の口座番号でもよく情報管理サーバ５が予め発行する英数字等で
構成されたものであってもよいが、この顧客ＩＤが顧客の口座番号でない場合、情報管理
サーバ５は顧客ＩＤと顧客の口座番号を対応させたデータベースを備え、顧客ＩＤから顧
客の口座番号を抽出することができるものとする。
【００２８】
　顧客ＩＤの入力を受け付けると設定端末７の制御部７４は通信部７３を介して情報管理
サーバ５の情報設定処理部５２１から顧客の取引選択画面を登録するための取引種別、取
引内容、振込先情報、ボタンの大きさ、ボタンの色、ボタンの配置およびボタンの名称等
に関する設定情報を入力する画像データ等を受信し、その設定情報を入力するダイアログ
ボックス等を出力部７２に表示する。
【００２９】
　顧客は表示された設定情報を入力するダイアログボックス等から顧客の取引選択画面を
登録するための取引種別、取引内容、振込先情報、ボタンの大きさ、ボタンの色、ボタン
の配置およびボタンの名称等の設定情報を入力部７１から入力する。
　設定情報の入力を受け付けた設定端末７の制御部７４は通信部７３を介してその設定情
報を管理サーバ５の情報設定処理部５２１へ送信する。
【００３０】
　管理サーバ５の情報設定処理部５２１は通信部５１を介して受信した取引種別、取引内
容、振込先情報、ボタンの大きさ、ボタンの色、ボタンの配置およびボタンの名称等の設
定情報を顧客別設定情報データベース６へ格納する。
　このとき情報設定処理部５２１は既に受信した顧客ＩＤに対応する顧客の口座番号を顧
客口座番号６１に格納し、受信した取引種別、取引内容、振込先情報、ボタンの大きさ、
ボタンの色、ボタンの配置およびボタンの名称の設定情報をそれぞれ顧客別設定情報デー
タベース６の取引種別６２、取引内容６３、振込先情報６４、ボタンの大きさ６５、ボタ
ンの色６６、ボタンの配置６７およびボタンの名称６８に顧客口座番号６１と関連付けて
格納する。
【００３１】
　このようにして顧客は設定端末７から顧客の取引選択画面を登録するための取引種別、
取引内容、振込先情報、ボタンの大きさ、ボタンの色、ボタンの配置およびボタンの名称
等の設定情報を登録することができる。
　次に、顧客が自動取引装置１で行なう取引の流れについて説明する。
　図３は第１の実施例における取引の流れを示すフローチャートであり、図中Ｓで表すス
テップにしたがって説明する。
【００３２】
　図示しない近接センサにより顧客の接近を検知すると自動取引装置１の顧客操作表示部
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１１は「取引選択ボタンが登録されているお客様はカードを入れてください」等の文言お
よび「支払い」、「入金」、「振込」、「残高照会」等の通常の取引選択ボタンから構成
される取引選択画面を表示する。
　Ｓ１ａ：取引選択画面を予め登録した顧客はカードをカード挿入排出口から挿入する。
【００３３】
　Ｓ２ａ：カードリーダ部１２は挿入されたカードの磁気ストライプやＩＣチップ等から
口座番号等の口座情報を読取る。
　Ｓ３ａ：カードが挿入されると顧客操作表示部１１は顧客の暗証番号の入力を受け付け
る暗証番号入力画面を表示する。この暗証番号入力画面には「１」から「９」および「０
」ボタン等で構成されるテンキー等の操作ボタンを表示する。顧客操作表示部１１が暗証
番号入力画面を表示すると顧客は表示されたテンキー等の操作ボタンを押下して暗証番号
を入力する。顧客が暗証番号を入力すると制御部１５は通信部１４を介してその暗証番号
をカードから読取った口座番号等とともにホストコンピュータ３へ送信する。
【００３４】
　Ｓ４ａ：ホストコンピュータ３は受信した顧客の口座番号に基づいて図示しない顧客デ
ータベースを検索し暗証番号を抽出し、受信した暗証番号と比較して一致するか否かの照
合、つまり、本人認証を行う。ホストコンピュータ３は通信部３１を介してその結果を自
動取引装置１へ送信する。
　また、ホストコンピュータ３は顧客の口座番号に基づいて顧客データベースを検索し、
顧客の氏名を抽出して自動取引装置１へ送信するものとする。
【００３５】
　Ｓ５ａ：本人認証の結果、本人であることが確認できると自動取引装置１の制御部１５
は顧客の口座番号を含む登録された取引選択画面の設定情報を取得する依頼電文を作成し
、情報管理サーバ５へ送信する。
　Ｓ６ａ：その依頼電文を受信した情報管理サーバ５の情報設定処理部５２１は顧客の口
座番号に基づいて顧客別設定情報データベース６を検索して登録されたすべての取引種別
６２、取引内容６３、振込先情報６４、ボタンの大きさ６５、ボタンの色６６、ボタンの
配置６７およびボタンの名称６８を抽出する。
【００３６】
　Ｓ７ａ：情報管理サーバ５の情報設定処理部５２１は通信部５１を介して抽出した取引
種別、取引内容、振込先情報、ボタンの大きさ、ボタンの色、ボタンの配置およびボタン
の名称等の設定情報を自動取引装置１へ送信する。なお、自動取引装置１は受信した設定
情報を記憶部に記憶する。
　Ｓ８ａ：自動取引装置１の顧客操作画面生成処理部１５１は受信した設定情報に基づい
て取引選択画面を生成し、顧客操作表示部１１はその取引選択画面を表示する。この取引
選択画面は、例えば、図４に示すように「○○様　いつもご利用ありがとうございます」
等の文言および「２万円支払」ボタン４１、「□□宛振込」ボタン４２、「△△宛振込」
ボタン４３ならびに「通常画面に戻る」ボタン４４等を表示する。
【００３７】
　この「２万円支払」ボタン４１は図２に示す顧客別設定情報データベース６に格納され
たボタンの大きさ６５が「大」、ボタンの色６６が「青色」、ボタンの配置６７が「左上
段」およびボタンの名称６８が「２万円支払」の設定情報を受信して顧客操作表示部１１
が表示する取引選択ボタンである。
　同様に、「□□宛振込」ボタン４２は図２に示す顧客別設定情報データベース６に格納
されたボタンの大きさ６５が「大」、ボタンの色６６が「黄色」、ボタンの配置６７が「
右上段」およびボタンの名称６８が「□□宛振込」の設定情報、「△△宛振込」ボタン４
３は図２に示す顧客別設定情報データベース６に格納されたボタンの大きさ６５が「中」
、ボタンの色６６が「白色」、ボタンの配置６７が「左中段」およびボタンの名称６８が
「△△宛振込」の設定情報を受信して顧客操作表示部１１が表示する取引選択ボタンであ
る。



(9) JP 4807019 B2 2011.11.2

10

20

30

40

50

【００３８】
　なお、図４に示す「○○様　いつもご利用ありがとうございます」等の文言中の「○○
様」は顧客の氏名であるが、その顧客の氏名はＳ４ａにおいて顧客データベースから抽出
された顧客の氏名を表示するものとする。
　また、「通常画面に戻る」ボタン４４が押下されると顧客操作表示部１１は顧客により
登録された取引選択画面でなく通常の取引選択画面を表示するものとする。
【００３９】
　Ｓ９ａ：顧客操作表示部１１が顧客により登録された取引選択画面を表示すると顧客は
希望する取引を示す取引選択ボタンを押下する。顧客操作表示部１１がその押下を受け付
けると取引電文処理部１５２は押下された取引選択ボタンに対応する取引種別、取引内容
および振込先情報等を記憶部から読み出し取引電文を生成し、ホストコンピュータ３へ送
信する。
【００４０】
　例えば、「２万円支払」ボタン４１が押下された場合、取引電文処理部１５２は図５（
ａ）に示すように、顧客口座番号３４１にカードから読み取った口座番号、取引種別３４
２に取引種別（支払）、支払金額３４３に取引内容（２０、０００円）が格納された支払
取引電文３４を生成し、ホストコンピュータ３へ送信する。なお、この取引種別（支払）
および取引内容（２０、０００円）は顧客別設定情報データベース６から抽出された取引
種別６２および取引内容６３である。
【００４１】
　また、「□□宛振込」ボタン４２が押下された場合、取引電文処理部１５２は図５（ｂ
）に示すように、顧客口座番号３５１にカードから読み取った口座番号、取引種別３５２
に取引種別（振込）、振込金額３５３に取引内容（１０、０００円）、振込先情報３５４
に振込先情報（金融機関コード、店番、振込先口座番号等）が格納された振込取引電文３
５を生成し、ホストコンピュータ３へ送信する。なお、この取引種別（振込）、取引内容
（１０、０００円）および振込先情報（金融機関コード、店番、振込先口座番号等）は顧
客別設定情報データベース６から抽出された取引種別６２、取引内容６３および振込先情
報６４である。
【００４２】
　なお、本実施例では取引内容６３を「１０、０００円」の振込金額を予め設定したもの
としたが、この取引内容６３を予め設定しないことも可能であり、この場合は顧客が顧客
操作表示部１１に表示された振込金額入力画面から振込金額を入力するようにする。
　Ｓ１１ａ：ホストコンピュータ３は受信した取引電文にしたがって取引処理を実行する
。
【００４３】
　Ｓ１２ａ：ホストコンピュータ３は実行した取引の結果を自動取引装置１へ送信する。
　Ｓ１３ａ：自動取引装置１の顧客操作表示部１１は受信した取引の結果を表示し、カー
ドリーダ部１２は挿入されたカードをカード挿入排出口から排出し、顧客に返却して取引
を終了する。
　このようにして顧客が自動取引装置１で行なう取引を終了する。
【００４４】
　以上説明したように、第１の実施例では、顧客が予め頻繁に利用する取引内容を設定し
た取引選択ボタンを表示する取引選択画面を登録することにより、顧客が自動取引装置で
行なう入力操作の一部を省略させることができるという効果が得られる。
　また、入力操作の一部を省略させることにより顧客の操作時間を短縮することができ自
動取引装置の待ち行列を減少させることができるという効果が得られる。
【００４５】
　さらに、顧客が頻繁に利用する取引選択ボタンの大きさ、色および画面上の配置を自由
に設定することを可能にしたため多数ある取引選択ボタンの中から容易に選び出すことが
できるという効果が得られる。
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　次に、第２の実施例を説明する。
【００４６】
　図６は本発明の第２の実施例における自動取引システムの構成を示すブロック図である
。
　第２の実施例の構成は、第１の実施例の構成と自動取引装置１の制御部１５から取引電
文生成処理部を削除し、情報管理サーバ５の制御部５２に取引電文生成処理部を設けたこ
とが異なるものである。なお、上述した第１の実施例と同様の部分は、同一の符号を付し
てその説明を省略する。
【００４７】
　５２２は取引電文生成処理部であり、情報管理サーバ５の制御部５２に備えられるもの
である。この取引電文生成処理部５２２は自動取引装置１の顧客操作画面生成処理部１５
１により生成された取引選択画面に表示する取引選択ボタンが顧客により押下されたとき
、その押下された取引選択ボタンを識別する情報を自動取引装置１から受信し、その情報
に基づいて押下された取引選択ボタンに対応するホストコンピュータへ送信する取引電文
を生成するものである。
【００４８】
上述した構成の作用について説明する。
なお、顧客が行なう取引選択画面の設定情報の登録は第１の実施例と同様なのでその説明
を省略する。
顧客が自動取引装置１で行なう取引の流れについて説明する。
図７は第２の実施例における取引の流れを示すフローチャートであり、図中Ｓで表すステ
ップにしたがって説明する。
【００４９】
　図示しない近接センサにより顧客の接近を検知すると自動取引装置１の顧客操作表示部
１１は「取引選択ボタンが登録されているお客様はカードを入れてください」等の文言お
よび「支払い」、「入金」、「振込」、「残高照会」等の通常の取引選択ボタンから構成
される取引選択画面を表示する。
　Ｓ１ｂ～Ｓ５ｂ：Ｓ１ａ～Ｓ５ａと同様なのでその説明を省略する。
【００５０】
　Ｓ６ｂ：依頼電文を受信した情報管理サーバ５の情報設定処理部５２１は顧客の口座番
号に基づいて顧客別設定情報データベース６を検索してすべての登録番号６０、取引種別
６２、取引内容６３、振込先情報６４、ボタンの大きさ６５、ボタンの色６６、ボタンの
配置６７およびボタンの名称６８を抽出する。
　Ｓ７ｂ：情報管理サーバ５の情報設定処理部５２１は通信部５１を介して抽出した登録
番号、ボタンの大きさ、ボタンの色、ボタンの配置およびボタンの名称等の設定情報を自
動取引装置１へ送信する。なお、自動取引装置１は受信した設定情報を記憶部に記憶する
。
【００５１】
　Ｓ８ｂ：Ｓ８ａと同様なのでその説明を省略する。
　Ｓ９ｂ：顧客操作表示部１１が顧客により登録された取引選択画面を表示すると顧客は
希望する取引を示す取引選択ボタンを押下する。
　Ｓ１０ｂ：顧客操作表示部１１がその押下を受け付けると制御部１５は押下された取引
選択ボタンに対応する登録番号を記憶部から読み出しその登録番号をカードから読み取っ
た口座番号とともに情報管理サーバ５へ送信する。
【００５２】
　例えば、「２万円支払」ボタン４１が押下された場合、制御部１５は登録番号「２」を
情報管理サーバ５へ送信する。また、「□□宛振込」ボタン４２が押下された場合、制御
部１５は登録番号「１」を情報管理サーバ５へ送信する。
　Ｓ１１ｂ：情報管理サーバ５の取引電文生成処理部５２２は受信した登録番号から押下
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された取引選択ボタンに対応する取引種別、取引内容および振込先情報等を記憶部から読
み出し取引電文を生成し、ホストコンピュータ３へ送信する。
【００５３】
　例えば、「２万円支払」ボタン４１が押下された場合、すなわち登録番号「２」を受信
した場合、取引電文処理部５２２は図５（ａ）に示すように、顧客口座番号３４１にカー
ドから読み取った口座番号、取引種別３４２に取引種別（支払）、支払金額３４３に取引
内容（２０、０００円）が格納された支払取引電文３４を生成し、ホストコンピュータ３
へ送信する。なお、この取引種別（支払）および取引内容（２０、０００円）は顧客別設
定情報データベース６から抽出された取引種別６２および取引内容６３である。
【００５４】
　また、「□□宛振込」ボタン４２が押下された場合、すなわち登録番号「１」を受信し
た場合、取引電文処理部１５２は図５（ｂ）に示すように、顧客口座番号３５１にカード
から読み取った口座番号、取引種別３５２に取引種別（振込）、振込金額３５３に取引内
容（１０、０００円）、振込先情報３５４に振込先情報（金融機関コード、店番、振込先
口座番号等）が格納された振込取引電文３５を生成し、ホストコンピュータ３へ送信する
。なお、この取引種別（振込）、取引内容（１０、０００円）および振込先情報（金融機
関コード、店番、振込先口座番号等）は顧客別設定情報データベース６から抽出された取
引種別６２、取引内容６３および振込先情報６４である。
【００５５】
　Ｓ１２ｂ：ホストコンピュータ３は受信した取引電文にしたがって取引処理を実行する
。
　Ｓ１３ｂ：ホストコンピュータ３は実行した取引の結果を情報管理サーバ５へ送信する
。情報管理サーバ５は受信した取引の結果を自動取引装置１へ送信する。
　Ｓ１４ｂ：自動取引装置１の顧客操作表示部１１は受信した取引の結果を表示し、カー
ドリーダ部１２は挿入されたカードをカード挿入排出口から排出し、顧客に返却して取引
を終了する。
【００５６】
　このようにして顧客が自動取引装置１で行なう取引を終了する。
　以上説明したように、第２の実施例では、第１の実施例の効果に加え、自動取引装置と
情報管理サーバ間を通信する情報量を減少させることができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】第１の実施例における自動取引システムの構成を示すブロック図
【図２】第１の実施例における顧客別設定情報データベースの構成を示す説明図
【図３】第１の実施例における取引の流れを示すフローチャート
【図４】第１の実施例における取引選択画面の説明図
【図５】第１の実施例における取引電文の説明図
【図６】第２の実施例における自動取引システムの構成を示すブロック図
【図７】第２の実施例における取引の流れを示すフローチャート
【符号の説明】
【００５８】
　１　　自動取引装置
　２　　通信回線
　３　　ホストコンピュータ
　５　　情報管理サーバ
　６　　顧客別設定情報データベース
　７　　設定端末
　１１　顧客操作表示部
　１２　カードリーダ部
　１３　入出金部
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　１４、３１、５１、７３　通信部
　１５、３２、５２、７４　制御部
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